
 

平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、福祉・介護人材の緊急的な確保を図るため、介護福祉士養成施設等が行う福祉・

介護人材確保対策事業に要する経費について、平成２３年度予算の範囲内において、当該介

護福祉士養成施設等に対し、青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭

和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

 （補助対象事業） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、青森県福祉・介護人材

確保対策事業実施要綱（平成２１年７月１３日施行）に基づいて実施する次の事業とする。 

（１）進路選択学生等支援事業 

 （２）潜在的有資格者等養成支援事業 

 （３）複数事業所連携事業（共同事業の実施に限る。以下同じ。） 

 （４）キャリア形成訪問指導事業 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１のとおりと

する。 

２ 補助金の額は、次の（１）及び（２）を比較していずれか低い方の額以内の額とする。 

（１）別表１に掲げる事業ごとの補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれ

か低い額 

（２）総事業費から当該事業に係る収入額を控除した額（その額に千円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額） 

 

（申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、

次の（１）及び（２）並びに別表２のとおりとする。 

（１）平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金所要額調書（第２号様式） 

 （２）平成２３年度収支予算（見込）書（第３号様式） 

３ 複数事業所連携事業に係る申請は、ユニットの代表事業者（以下「代表事業者」という。）

が行うものとする。 

 



 

 （補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規定に

より付された条件となるものとする。 

 （１）補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更（知事が認める補助事

業の内容の軽微な変更又は補助事業に要する経費の配分額の２０パーセント以内の増減

をしようとする場合を除く。）をしようとする場合は、平成２３年度青森県福祉・介護人

材確保対策事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対

策事業中止(廃止)承認申請書（第５号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかにその旨を知事に報告してその指示を受けること。 

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする

書類、帳簿等を備え付け、これらを平成２４年４月１日から５年間保管しておくこと。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理

するとともに、補助金の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があったときは、知事の定めると

ころにより、その収入の全部又は一部を県に納付すること。 

 

 （申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の

決定の通知を受けた日から起算して２０日を経過した日とする。 

 

 （補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、概算払により交付する。 

２ 複数事業所連携事業の補助金は、代表事業者へ交付するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第８ 補助金の請求は、平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金請求書（第

６号様式）を知事に提出して行うものとする。 

  

（実績報告） 

第９ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受け

た場合は、その日）から起算して２０日を経過した日又は平成２４年４月２０日のいずれか

早い期日までに平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対策事業実績報告書（第７号様式）

に次の（１）及び（２）並びに別表２に掲げる書類を添えて行うものとする。 

 （１）平成２３年度青森県福祉・介護人材確保対策事業費補助金精算書（第８号様式） 



 

 （２）平成２３年度収支決算（見込）書（第９号様式） 

２ 複数事業所連携事業の実績報告は、代表事業者が行うものとする。 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第１０ 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、１件の取得

価格又は効用の増加価額が５０万円以上の機械及び器具とする。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１１ 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するま

での期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

事業名 補助対象者 補助基準額 補助対象経費 補助率 

１ 進路選択

学生等支援

事業 

 県内に設置される社会福

祉士及び介護福祉士法（昭

和６２年法律第３０号）第

７条第２号若しくは第３号

若しくは第３９条第１号か

ら第３号までの規定に基づ

き文部科学大臣及び厚生労

働大臣の指定した学校又は

厚生労働大臣の指定した養

成施設（以下これらを「養

成施設」という。）であって、

定員に対する入学者の充足

率（平成23年4月1日現在。

以下「定員充足率」という。）

が 60％未満のもの 

①定員充足率 20％未満の養

成施設    

    5,000 千円以内 

②定員充足率 20％以上 40％

未満の養成施設     

4,300 千円以内 

③定員充足率 40％以上 60％

未満の養成施設        

3,400 千円以内 

専門員の設置

及び相談・助言、

指導等支援事業

に要する経費（給

与、職員手当、共

済費、賃金、報償

費、旅費、需用費、

役務費、委託料、

使用料及び賃借

料、負担金、備品

購入費） 

※給与、職員手

当、共済費につい

ては専門員に限

る。 

10/10 

２ 潜在的有

資格者等養

成支援事業 

(1) 養成施設 

(2) その他知事が認める者

(社会福祉士、介護福祉士

若しくは精神保健福祉士

の職能団体又は福祉・介

護サービスに係る施設若

しくは事業所等の団体) 

（研修 1 回当たりの単価） 

①潜在的有資格者再就業支援

研修      780 千円以内 

②高齢者等参画支援研修 

312 千円以内 

③福祉・介護サービスチャレ

ンジ教室   156 千円以内 

④障害者就労支援研修 

468 千円以内 

⑤キャリアアップ支援研修 

468 千円以内 

⑥その他人材確保に資する研

修として知事が認める研修 

156 千円以内 

なお、養成施設等以外に地

域の会場を借り上げた場合

は、研修 1日当たり 185 千円

以内を加算する。 

研修を実施す

るために要する

経費（報償費、旅

費、需用費、役務

費、委託料、使用

料及び賃借料） 

10/10 



 

事業名 補助対象者 補助基準額 補助対象経費 補助率 

３ 複数事業

所連携事業 

(1) 養成施設 

(2) 利用者の定員規模が施

設サービスで 50 人以下

の施設若しくは在宅サー

ビスで 20 人以下の事業

所又は運営している施設

等の種類・数が単一であ

る法人の施設等（訪問介

護事業所、デイサービス

センター等の事業所（定

員 20 人以下）が併設され

ている施設を含む。）が主

として参加するユニット

であって知事が認めるも

の 

 1 ユニット（5事業所以上） 

当たり      694 千円以内 

なお、10 事業所以上で 1ユ 

ニットを形成する場合 

1,388 千円以内 

 

 

 

 

共同事業を実

施するために要

する経費（職員手

当、共済費、賃金、

報償費、旅費、需

用費、役務費、使

用料及び賃借料） 

10/10 

４ キャリア

形成訪問指

導事業 

養成施設 

 

1 養成施設当たり               

 ①研修プログラムの作成、

当該研修のための講師派

遣及び能力評価方法の提

供に要する経費 

3,500 千円以内 

②養成施設と施設等の間の

コーディネートに要する

経費       

500 千円以内 

養成施設の教

員が施設等を巡

回・訪問して行う

介護技術等に関

する研修及び能

力評価方法の提

供を実施するた

めに要する経費

（報償費、旅費、

需用費、役務費、

委託料、使用料及

び賃借料、負担

金） 
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別表２ 

 申請書及び実績報告書に添付する書類（第４、第９関係） 

 

 

事業名 様 式 

１ 進路選択学生等支援事業 計画（実績報告）書 第２号様式の２ 

２ 潜在的有資格者等養成支援事業 計画（実績報告）書 第２号様式の３ 

計画（実績報告）書 第２号様式の４ 

３ 複数事業所連携事業 

ユニット届出書 第２号様式の５ 

４ キャリア形成訪問指導事業 計画（実績報告）書 第２号様式の６ 

 

 

 

 

 


